
高齢者総合相談
▶と　き	 月〜金曜日（8：30〜17：15）
▶ところ	 地域包括支援センター
	 （役場新館１階）
▶問合先	 健康福祉課地域包括支援セ

ンター　☎492-9150

母子家庭等相談
▶と　き	 11月21日(水)10:00〜16:00
▶ところ	 地域福祉課児童福祉係
▶相談員	 兵庫県母子自立支援員
▶内　容	 離婚に関する相談にも応じ

ます（前日までに要予約）。
▶問合先	 地域福祉課児童福祉係　
	 ☎ 492-9136

法律相談
▶と　き	 11月22日（木）13:30〜
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容　弁護士による法律全般
▶申　込	 11月21日８:30から電話で

受け付けます。企画課へお
申し込みください。先着９
人（相談時間は１人20分）

▶問合先	 企画課　☎492-9130

行政相談
▶と　き	 11月22日（木）13:30〜15:00
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容	 国・県・町などへの苦情

や意見・要望など
▶方　法	 面談。直接会場へ
▶問合先	 企画課　☎492-9130

消費生活相談員による相談
▶と　き	 月曜日（休みのときは火曜

日）、金曜日（9：30〜12：00、
13：00〜16：00）

▶内　容	 消費生活相談員による、契
約、多重債務などの相談

▶方　法	 面談：危機管理課
	 電話：☎492-9151
▶問合先	 危機管理課　☎492-9168

人権相談
▶と　き	 11月20日（火）13:30〜15:30
▶ところ	 総合福祉会館
	 ☎ 492-4479

神戸地方法務局加古川支局人権相談
▶と　き	 月〜金曜日 9:00 〜 17:00
	 （12:00 〜 13:00 は除く）
▶ところ　神戸地方法務局加古川支局

人権相談室
	 ☎0570-003-110

心配ごと相談
▶と　き・ところ
第1木曜日　総合福祉会館
第3木曜日　母里福祉会館
第4木曜日　障害者ふれあいセンター
それぞれ13:30〜15:00（予約不要、
14:30 までにお越しください）
相談員は司法書士、社協職員の他、
民生委員・児童委員など。
第２木曜日は弁護士による相談
障害者ふれあいセンター
13:30〜15:30（要予約、先着４人まで）

▶申　込	 稲美町社会福祉協議会
	 ☎ 492-8668

介護相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00〜17:00
▶方　法　電話、面談、訪問。（要予約）
▶申込・問合先
	 稲美町社会福祉協議会
	 居宅介護支援事業所こぶし
　　　　☎492-8779

税理士による無料税務相談
▶と　き	 11月６日、 13日、 20日、 27日
	 いずれも火曜日
	 受付　13:15〜16:00
▶ところ	 加古川税理士会館
▶問合先	 近畿税理士会加古川支部	

☎ 421-1144

兵庫県弁護士会による高齢者・
障害者の権利擁護なんでも110番
▶と　き	 11月20日(火)13:00〜16:00
▶内　容	 弁護士・社会福祉士など

による無料相談
▶方　法	 電話または FAX
	 ☎ 078-362-0074
	 FAX 078-362-0084

教育相談
【いなみっ子悩み相談】
▶と　き　月〜金曜日　8:30〜17:15
▶担　当　教育課指導主事
▶内　容　いじめ、友人関係、学校不

適応、しつけ、親子関係など
▶方　法	 電話、面談
	 教育課　☎ 492-9149

青少年の教育相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00 〜 16:30
▶ところ	 安全安心まちづくり室
	 （役場本館２階）
	 ※窓口は危機管理課
▶内　容	 青少年の家庭教育や地域で

の指導のあり方など（家庭
内暴力・薬物乱用など）

	 高校生も相談できます。
▶方　法	 面談、電話
	 ☎ 0120-96-9695

障がい者なんでも相談
▶と　き
身体に関する相談

月曜日　10:00 〜 12:00
こころの健康に関する相談

火曜日　10:00 〜 12:00
療育に関する相談　

金曜日　10:00 〜 12:00
▶対　象	 ①「障害者手帳」をお持ち

の65歳未満の人②障害者
の家族または介護者等③障
害や福祉について相談を希
望する人

▶内　容	 専門員による支援・サービ
スなどの情報提供や助言
（要予約）

▶予　約	 健康福祉課高年障害係
	 ☎ 492-9167

身体障害者の相談
▶と　き	 11月16日(金)10:00〜12:00
▶ところ	 障害者ふれあいセンター
▶対　象	 障害者手帳を持っている人

や、病気・事故などで生活
に支障が出て困っている人

▶問合先	 健康福祉課高年障害係　
	 ☎ 492-9137
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定例会日程（予定）

▶問合先　議会事務局　☎492-9147

　町議会では、住みよいまちづくりをめざ

し、予算や条例の審議をはじめ、行政に対

する一般質問を行っています。

　各日先着27人まで傍聴できます。

と　　き

12月 3日（月）9：30～

12月13日（木）9：30～

12月14日（金）9：30～

12月17日（月）9：30～

予定されている主な内容

議案の提案理由の説明

一般質問

一般質問

議案に対する質疑・討論・表決

女性弁護士による
女性のための無料法律相談

女性弁護士による
女性のための無料法律相談

女性弁護士による
女性のための無料法律相談
　職場や家庭でのトラブル、財産問

題、夫や恋人からの暴力、ストーカ

ー行為、セクハラなど、日常生活に

おいて女性が抱えているさまざまな問題につい

て、法律的な面から女性弁護士が相談に応じます。

　相談時間は１人30分で、費用は無料です。

▶と　き　11月８日（木）13：30～

▶ところ　役場新館４階　コミュニティセンター

▶申込み　11月７日（水）８：30から電話で受

け付けます。先着６人まで。

▶申込・問合先　企画課 情報係　☎492-9130
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」

11月は「労働保険適用促進強化期間」です
　社員、従業員、アルバイトなど、
労働者を１人でも雇い入れた事業
主は、労働保険（労災保険・雇用
保険）の加入手続きをして、労働
保険料を申告・納付することが義
務付けられています。
　詳しくはお問い合わせください。
加古川労働基準監督署

☎422-5001
加古川公共職業安定所
雇用保険適用課　☎421-8673
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